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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　板状部材差込み部が設けられて配線基板上に配されるハウジングと、
　該ハウジングに配列配置されて設けられ、上記配線基板に設けられた配線端子に接続さ
れる状態をとり、配線板状部材が上記板状部材差込み部を通じて上記ハウジングに差し込
まれたとき、上記ハウジングに差し込まれた配線板状部材における複数の接触端子部に接
触接続される複数のコンタクトと、
　上記ハウジングと一体的に形成されて変位可能に設けられ、配線板状部材が上記ハウジ
ングに上記板状部材差込み部を通じて差し込まれたとき、該配線板状部材に対する係止を
行う係止状態と上記係止を解除する係止解除状態とを選択的にとる係合部材と、
を備えて成り、
　上記係合部材が、上記ハウジングの内面部から伸びる可動アーム部を有し、該可動アー
ム部に、上記板状部材差込み部を通じて上記ハウジングに差し込まれた配線板状部材にお
ける係合部に係合して上記配線板状部材を係止する係止部と、上記可動アーム部から上記
ハウジングに形成された開口部を通じて該ハウジングの外部に向かって突出し、移動操作
が加えられるとき上記可動アーム部を変位させ、該可動アーム部に上記係止部による上記
配線板状部材に対する係止を解除させる係止解除操作部と、が形成されていることを特徴
とするコネクタ装置。
【請求項２】
　上記可動アーム部が、上記ハウジングの内面部から該ハウジングの上記板状部材差込み
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部が開口する端面部に向かって伸びており、上記係止部が上記可動アーム部の自由端部分
に形成され、上記係止解除操作部が上記可動アーム部の中間部分に形成されていることを
特徴とする請求項１記載のコネクタ装置。
【請求項３】
　上記係止部が、上記ハウジングへの上記板状部材差込み部を通じた配線板状部材の差込
み方向に沿って上昇傾斜する傾斜面と該傾斜面より上記係止解除操作部側に位置する係合
端面とを形成しており、該係合端面を上記配線板状部材に設けられた係合部に係合させる
ことを特徴とする請求項２記載のコネクタ装置。
【請求項４】
　上記ハウジングに形成された開口部が、該開口部を通じて上記係止部により係止された
配線板状部材を目視することができる部分を有することを特徴とする請求項２記載のコネ
クタ装置。
【請求項５】
　上記ハウジングに、上記板状部材差込み部を通じて上記ハウジングに差し込まれて上記
係止部により係止される配線板状部材の先端部分が当接する係止面が設けられ、該係止面
と上記係止解除操作部における上記係止部に対面する側面とが実質的に同一面内に配され
ることを特徴とする請求項２記載のコネクタ装置。
【請求項６】
　上記ハウジングに、上記開口部に隣接する段差凹部が形成され、上記開口部を通じて上
記ハウジングの外部に向かって突出する上記係止解除操作部の先端部分が、該係止解除操
作部に移動操作が加えられないとき、上記段差凹部は越えるが上記ハウジングにおける上
記開口部及び上記段差凹部の周囲の外面部を越えない位置に配されることを特徴とする請
求項１記載のコネクタ装置。
【請求項７】
　上記係合部材が、上記ハウジングにおける上記複数のコンタクトの配列方向の両端部分
の夫々に設けられることを特徴とする請求項１記載のコネクタ装置。　
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願の特許請求の範囲に記載された発明は、フレキシブル印刷配線基板（ＦＰＣ）やフ
レキシブル平板状ケーブル（ＦＦＣ）等の配線板状部材が装着されるもとで、装着された
配線板状部材に設けられた接触端子部に接触接続されるコンタクトと装着された配線板状
部材に対する係止及び係止解除を行う係止部材とを備えたコネクタ装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　各種の電子機器に実装される比較的小型なフレキシブル印刷配線基板やフレキシブル平
板状ケーブル等の配線板状部材は、各種の電気部品が取り付けられる主配線基板への取付
けが、当該主配線基板に電気的接続がなされて固定されるコネクタ装置が用いられて行わ
れることが多いものとされる。このような配線板状部材の主配線基板への取付けにあたっ
て用いられるコネクタ装置は、配線板状部材に設けられた接触端子部に接触接続される導
電性のコンタクトを有していて、そのコンタクトを介して、配線板状部材に設けられた接
触端子部を主配線基板に設けられた配線端子に電気的に接続する。
【０００３】
　従来提案されている、フレキシブル印刷配線基板等の配線板状部材の主配線基板への取
付けに用いられるコネクタ装置は、配線板状部材が差し込まれる差込み部を形成するもの
とされて主配線基板に配される、絶縁材料によって形成されたハウジングを有している。
そして、例えば、ハウジング内に配列配置されて設けられて主配線基板に設けられた配線
端子に連結され、配線板状部材が差込み部を通じてハウジングに差し込まれるとき、その
配線板状部材に設けられた複数の接触端子部に夫々対応するものとなる複数のコンタクト
と、ハウジングに対して配線板状部材の差込み方向及びそれとは逆の方向に移動可能とさ
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れるスライダとを備えている。
【０００４】
　スライダは、配線板状部材の差込み部を通じたハウジングへの差込みに先立って、一旦
、ハウジングから離隔する方向に引き出され、配線板状部材が差込み部を通じてハウジン
グに差し込まれた後に、ハウジングに向かう方向に押し戻される。それにより、スライダ
は、ハウジングに差し込まれた配線板状部材に設けられた複数の接触端子部にハウジング
に配列配置された複数のコンタクトが夫々接触接続された状態のもとに、その配線板状部
材を押さえ付けて固定する役割を果たす。そして、複数のコンタクトと配線板状部材に設
けられた複数の接触端子部とが相互接触接続されることにより、配線板状部材が主配線基
板との電気的接続状態におかれる。
【０００５】
　また、従来提案されている配線板状部材の主配線基板への取付けに用いられるコネクタ
装置の中には、上述のようなハウジングを有し、上述のような複数のコンタクトを備える
とともに、ハウジングに対して回動可能に設けられるアクチュエータを備え、ハウジング
に対して配線板状部材の差込み方向及びそれとは逆の方向に移動可能とされるスライダは
備えていないものもある。
【０００６】
　斯かる従来のコネクタ装置にあっては、アクチュエータが、複数のコンタクトの夫々に
係合し、回動せしめられるとき複数のコンタクトの夫々における作動部を変位させて、複
数のコンタクトに、差込み部を通じてハウジングに差し込まれた配線板状部材に設けられ
た複数の接触端子部に夫々接触接続された状態、もしくは、複数の接触端子部との接触接
続から解放された状態をとらせるもの、または、差込み部を通じてハウジングに差し込ま
れた配線板状部材に当接し、回動せしめられるとき、配線板状部材を押圧して当該配線板
状部材に設けられた複数の接触端子部を複数のコンタクトに夫々接触接続された状態にお
く、もしくは、配線板状部材に対する押圧を解除して当該配線板状部材に設けられた複数
の接触端子部を複数のコンタクトとの接触接続から解放された状態におくものとされる。
そして、複数のコンタクトと配線板状部材に設けられた複数の接触端子部とが相互接触接
続されることにより、配線板状部材が主配線基板との電気的接続状態におかれる。
【０００７】
　このような従来提案されているコネクタ装置にあっては、ハウジングに対して配線板状
部材の差込み方向及びそれとは逆の方向に移動可能とされるスライダを備えたもの、及び
、ハウジングに対して回動可能に設けられるアクチュエータを備えたもののいずれの場合
にも、例えば、フレキシブル印刷配線基板とされる配線板状部材が、主配線基板に配され
たハウジングに差込み部を通じて差し込まれて、ハウジングに配された複数のコンタクト
が、ハウジングに差し込まれた配線板状部材における複数の接触端子部に夫々接触接続さ
れ、それにより、配線板状部材が主配線基板との電気的接続状態におかれるにあたり、配
線板状部材がハウジングから不所望に離脱するような事態が回避されなくてはならない。
当然のことながら、ハウジングに配された複数のコンタクトがハウジングに差し込まれた
配線板状部材における複数の接触端子部に夫々接触接続された状態が適正に維持されるた
めには、ハウジングに差込み部を通じて差し込まれた配線板状部材が、その状態を安定に
維持することができ、ハウジングから不所望に抜脱されるような事態をまねかないものと
されることが必要とされるのである。
【０００８】
　そのため、上述のような、ハウジングを有し、複数のコンタクトとハウジングに対して
配線板状部材の差込み方向及びそれとは逆の方向に移動可能とされるスライダを備えたコ
ネクタ装置に属するものであって、ハウジングに差込み部を通じて差し込まれた配線板状
部材に係合して、当該配線板状部材のハウジングからの不所望な抜脱の阻止に関与する係
止手段を備えたコネクタ装置が従来提案されている（例えば、特許文献１参照。）。また
、ハウジングを有し、複数のコンタクトとハウジングに対して回動可能とされるアクチュ
エータとを備えたコネクタ装置に属するものであって、ハウジングに差込み部を通じて差
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し込まれた配線板状部材に係合して、当該配線板状部材のハウジングからの不所望な抜脱
の阻止に関与する係止手段を備えたコネクタ装置も従来提案されている（例えば、特許文
献２参照。）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　
【０００９】
　特許文献１に示されるコネクタ装置（電気コネクタ）にあっては、ハウジング(12/22) 
に、それと一体的に形成された係止手段（ロック爪(12c))、もしくは、それとは別体に形
成された係止手段（ロック部材(30)) が設けられている。そして、スライダ(14/24) がハ
ウジングから離隔する方向に引き出されたもとで、配線板状部材(FPC(50)) が差込み部を
通じてハウジングに差し込まれるとき、係止手段が配線板状部材に設けられた係合部（凸
部(50a，50b)) に係合して、配線板状部材を係止する。その後、スライダがハウジングに
向かう方向に押し戻されると、ハウジングに差し込まれた配線板状部材が、それに設けら
れた複数の接触端子部にハウジングに配列配置された複数のコンタクト(16/26) が夫々接
触接続されるもとで、スライダによって押さえ付けられて固定され、また、係止手段が、
スライダによって押さえられて、配線板状部材に設けられた係合部から離脱する方向への
変位が防止される。
【００１０】
　それにより、ハウジングに差し込まれた配線板状部材が、それに設けられた複数の接触
端子部にハウジングに配列配置された複数のコンタクトが夫々接触接続される状態におか
れるとともに、ハウジングにそれと一体的にもしくは別体に形成された係止手段が配線板
状部材における係合部に係合することにより係止されて、ハウジングからの不所望な抜脱
が阻止される。
【００１１】
　また、特許文献２に示されるコネクタ装置（電気コネクタ）にあっては、ハウジング(1
0)における複数のコンタクト（端子(30)) の配列方向の端部に、ハウジングと一体的に形
成された係止手段（係止体(13)）もしくはハウジングとは別体に形成された係止手段（係
止体(51)）が設けられている。係止手段は爪状の係止部(13A，51A)を有しており、ハウジ
ングに対して回動可能に設けられたアクチュエータ（可動片(20)) がハウジングに対して
起き上がった位置をとるもとで、配線板状部材（平型導体(40)）が差込み部（開口部(11)
）を通じてハウジングに差し込まれるとき、係止手段が有する爪状の係止部が配線板状部
材に設けられた係合部（切欠部(42)) に係合して、配線板状部材を係止する。その後、ア
クチュエータが、ハウジングに対して起き上がった位置からハウジングに対して伏した位
置へと回動されると、ハウジングに差し込まれた配線板状部材が、それに設けられた複数
の接触端子部にハウジングに配列配置された複数のコンタクトが夫々接触接続されるもと
で、アクチュエータによって押さえ付けられて固定される。
【００１２】
　それにより、ハウジングに差し込まれた配線板状部材が、それに設けられた複数の接触
端子部にハウジングに配列配置された複数のコンタクトが夫々接触接続される状態におか
れるとともに、ハウジングにそれと一体的にもしくは別体に形成された係止手段が配線板
状部材における係合部に係合することにより係止されて、ハウジングからの不所望な抜脱
が阻止される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１３】
【特許文献１】特開平８－１８０９４０号公報（２～３頁，図１～４）
【特許文献２】特開２００４－１６５０４６号公報（５～６頁，図１～４）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　上述のような、ハウジングを有し、複数のコンタクトと、ハウジングに対して配線板状
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部材の差込み方向及びそれとは逆の方向に移動可能とされるスライダ、もしくは、ハウジ
ングに対して回動可能とされるアクチュエータと、ハウジングに差込み部を通じて差し込
まれた配線板状部材に係合して、当該配線板状部材のハウジングからの不所望な抜脱の阻
止に関与する係止手段とを備えた従来のコネクタ装置にあっては、配線板状部材がハウジ
ングに差し込まれてスライダがハウジングに向かう方向に押し戻されたとき、もしくは、
配線板状部材がハウジングに差し込まれてアクチュエータがハウジングに対して伏した位
置におかれたとき、ハウジングに設けられた係止手段が配線板状部材における係合部に係
合する部分は、スライダもしくはアクチュエータにより覆われて、ハウジング外から目視
することはできない。従って、係止手段が配線板状部材における係合部に係合して配線板
状部材を係止する状態が適正にとられているか否かを、目視により確認することができな
いことになる。
【００１５】
　また、上述のような従来のコネクタ装置にあっては、ハウジングに設けられた係止手段
がハウジングに差し込まれた配線板状部材を係止した後において、係止手段に配線板状部
材に対する係止を解除させる手段が備えられていない。従って、一旦、係止手段がハウジ
ングに差し込まれた配線板状部材を係止する状態がとられると、配線板状部材をハウジン
グから抜き出すには、配線板状部材及び係止手段等に著しく無理な力を作用させたもとで
、配線板状部材をハウジングから引き出すことになる。それゆえ、そのための作業性が極
めて悪く、また、配線板状部材及び係止手段さらにはハウジングの変形，破損等をまねく
ことになる虞が大である。
【００１６】
　斯かる点に鑑み、本願の特許請求の範囲に記載された発明は、フレキシブル印刷配線基
板やフレキシブル平板状ケーブル等とされる配線板状部材の他の配線基板への取付けに用
いられる、板状部材差込み部が設けられたハウジングとハウジングに配列配置されて設け
られる複数のコンタクトと板状部材差込み部を通じてハウジングに差し込まれた配線板状
部材を係止する係合部材とを備えたコネクタ装置であって、係合部材によるハウジングに
差し込まれた配線板状部材に対するハウジングからの不所望な抜脱を阻止するための係止
を容易かつ確実に行えるとともに、係合部材による配線板状部材に対する係止の解除を配
線板状部材及び係合部材等に無理な力を作用させることなく容易に行うことができ、しか
も、係合部材がハウジングに差し込まれた配線板状部材を係止する状態が適正にとられて
いることを目視により確認することも可能とされたものを提供する。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　本願の特許請求の範囲における請求項１から請求項７までのいずれかに記載された発明
（以下、本発明という。）に係るコネクタ装置は、板状部材差込み部が設けられて配線基
板上に配されるハウジングと、ハウジングに配列配置されて設けられ、配線基板に設けら
れた配線端子に接続される状態をとり、配線板状部材が板状部材差込み部を通じてハウジ
ングに差し込まれたとき、その配線板状部材における複数の接触端子部に接触接続される
複数のコンタクトと、ハウジングと一体的に形成されて変位可能に設けられ、配線板状部
材がハウジングに板状部材差込み部を通じて差し込まれたとき、その配線板状部材に対す
る係止を行う係止状態と係止を解除する係止解除状態とを選択的にとる係合部材と、を備
えて成り、係合部材が、ハウジングの内面部から伸びる可動アーム部を有し、その可動ア
ーム部に、板状部材差込み部を通じてハウジングに差し込まれた配線板状部材における係
合部に係合して当該配線板状部材を係止する係止部と、可動アーム部からハウジングに形
成された開口部を通じてハウジングの外部に向かって突出し、移動操作が加えられるとき
可動アーム部を変位させ、可動アーム部に係止部による配線板状部材に対する係止を解除
させる係止解除操作部と、が形成されていることを特徴とするものとされる。
【００１８】
　特に、本願の特許請求の範囲における請求項２に記載された本発明に係るコネクタ装置
にあっては、可動アーム部が、ハウジングの内面部から当該ハウジングの板状部材差込み
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部が開口する端面部に向かって伸びており、係止部が可動アーム部の自由端部分に形成さ
れ、係止解除操作部が可動アーム部の中間部分に形成される。
【００１９】
　また、本願の特許請求の範囲における請求項４に記載された本発明に係るコネクタ装置
にあっては、ハウジングに形成された開口部が、それを通じて係止部により係止された配
線板状部材を目視することができる部分を有している。
【００２０】
　さらに、本願の特許請求の範囲における請求項６に記載された本発明に係るコネクタ装
置にあっては、ハウジングに、開口部に隣接する段差凹部が形成され、開口部を通じてハ
ウジングの外部に向かって突出する係止解除操作部の先端部分が、係止解除操作部に移動
操作が加えられないとき、段差凹部は越えるがハウジングにおける開口部及び段差凹部の
周囲の外面部を越えない位置に配される。
【００２１】
　上述のような本発明に係るコネクタ装置にあっては、配線板状部材が配線基板上に配さ
れるハウジングにそれに設けられた板状部材差込み部を通じて差し込まれると、ハウジン
グに配列配置された複数のコンタクトが、差し込まれた配線板状部材における複数の接触
端子部に接触接続されるとともに、ハウジングにそれと一体的に形成されて設けられた係
合部材が、ハウジング内において、差し込まれた配線板状部材を係止し、配線板状部材の
ハウジングからの不所望な抜脱を阻止する。そして、係合部材が配線板状部材を係止した
もとで、係合部材に所定の操作が加えられると、配線板状部材を係止した係合部材が、ハ
ウジング内において配線板状部材に対する係止を解除し、配線板状部材のハウジングから
の抜脱を可能とする。
【００２２】
　斯かるもとで、係合部材は、ハウジングの内面部から伸びる可動アーム部を有している
。そして、可動アーム部には、板状部材差込み部を通じてハウジングに差し込まれた配線
板状部材における係合部に係合して配線板状部材を係止する係止部と、可動アーム部から
ハウジングに形成された開口部を通じてハウジングの外部に向かって突出し、移動操作が
加えられるとき可動アーム部を変位させ、可動アーム部に係止部による配線板状部材に対
する係止を解除させる係止解除操作部とが形成される。
【００２３】
　それに加えて、係合部材は、例えば、本願の特許請求の範囲における請求項２に記載さ
れた本発明に係るコネクタ装置の場合のように、可動アーム部が、ハウジングの内面部か
らハウジングの板状部材差込み部が開口する端面部に向かって伸び、その自由端部分に係
止部が形成されるとともに、その中間部分に係止解除操作部が形成されるものとされる。
【００２４】
　また、ハウジングに形成され、それを通じて係合部材における係止解除操作部がハウジ
ングの外部に向かって突出する開口部は、例えば、本願の特許請求の範囲における請求項
４に記載された本発明に係るコネクタ装置の場合のように、それを通じて係合部材におけ
る係止部により係止された配線板状部材を目視することができる部分を有するものとされ
る。
【００２５】
　さらに、ハウジングには、例えば、本願の特許請求の範囲における請求項６に記載され
た本発明に係るコネクタ装置の場合のように、それに形成された開口部に隣接する段差凹
部が形成される。そして、開口部を通じてハウジングの外部に向かって突出する係合部材
における係止解除操作部の先端部分が、係止解除操作部に移動操作が加えられないとき、
段差凹部は越えるがハウジングにおける開口部及び段差凹部の周囲の外面部を越えない位
置に配される。
【発明の効果】
【００２６】
　本発明に係るコネクタ装置においては、上述のように、配線板状部材が板状部材差込み
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部を通じて差し込まれたとき、ハウジングにそれと一体的に形成されて設けられた係合部
材における係止部が、ハウジングに差し込まれた配線板状部材における係合部に係合して
、配線板状部材をハウジングからの不所望な抜脱を阻止すべく係止し、また、その後、係
合部材における係止解除操作部に移動操作が加えられると、係合部材の可動アーム部が係
止部による配線板状部材に対する係止を解除させるので、比較的簡単で部品点数の減少が
図られた構成をもって、係合部材によるハウジングに差し込まれた配線板状部材に対する
ハウジングからの不所望な抜脱を阻止するための係止を容易かつ確実に行えるとともに、
係合部材による配線板状部材に対する係止の解除を配線板状部材及び係合部材等に無理な
力を作用させることなく容易に行うことができることになる。
【００２７】
　特に、本願の特許請求の範囲における請求項２に記載された本発明に係るコネクタ装置
にあっては、係合部材が、それが有する可動アーム部が、ハウジングの内面部からハウジ
ングの板状部材差込み部が開口する端面部に向かって伸び、その自由端部分に係止部が形
成されるとともに、その中間部分に係止解除操作部が形成されるものとされるので、配線
板状部材が板状部材差込み部を通じてハウジングに差し込まれる際において、係止部によ
る配線板状部材における係合部との係合をもってなされる配線板状部材に対する係止が、
極めて円滑かつ確実に行われ、さらに、係合部材における係止解除操作部に移動操作が加
えられた際において、係止部による配線板状部材に対する係止を解除させるための可動ア
ーム部の変位が、効率良くかつ確実に行われる。
【００２８】
　また、本願の特許請求の範囲における請求項４に記載された本発明に係るコネクタ装置
にあっては、ハウジングに形成された開口部を通じて、係合部材における係止部がハウジ
ングに差し込まれた配線板状部材を係止する状態が適正にとられていることを、ハウジン
グの外部から目視により確認することができる。
【００２９】
　さらに、本願の特許請求の範囲における請求項６に記載された本発明に係るコネクタ装
置にあっては、ハウジングに形成された開口部を通じてハウジングの外部に向かって突出
する係合部材における係止解除操作部の先端部分が、係止解除操作部に移動操作が加えら
れないとき、ハウジングにおける開口部に隣接する部分に形成された段差凹部は越えるが
ハウジングにおける開口部及び段差凹部の周囲の外面部を越えない位置に配されるので、
ハウジングの外部に向かって突出する係合部材における係止解除操作部が、ハウジングの
周囲に格別のスペースを要求することがなく、ハウジングの周囲に対する干渉を生じない
ものとされる。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】本発明に係るコネクタ装置の一例をそれに装着されるフレキシブル印刷配線基板
と共に示す、コネクタ装置の一例の正面側から見た斜視図である。
【図２】本発明に係るコネクタ装置の一例をそれに装着されるフレキシブル印刷配線基板
と共に示す、コネクタ装置の一例の背面側から見た斜視図である。
【図３】本発明に係るコネクタ装置の一例をそれに装着されるフレキシブル印刷配線基板
と共に示す平面図である。
【図４】図３におけるIV－IV線断面を示す断面図である。
【図５】図３における V－V 線断面を示す断面図である。
【図６】本発明に係るコネクタ装置の一例及びそれに装着されるフレキシブル印刷配線基
板についての、図４に示されるコネクタ装置の断面を含んだ部分斜視図である。
【図７】本発明に係るコネクタ装置の一例が備える係合部材が、コネクタ装置の一例に装
着されたフレキシブル印刷配線基板を係止した状態を示す一部断面を含んだ部分斜視図で
ある。
【図８】本発明に係るコネクタ装置の一例が備える係合部材が、コネクタ装置の一例に装
着されたフレキシブル印刷配線基板に対する係止を解除した状態を示す一部断面を含んだ
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部分斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００３１】
　本発明を実施するための形態は、以下に述べられる本発明についての実施例をもって説
明される。
【実施例】
【００３２】
　図１（正面側から見た斜視図），図２（背面側から見た斜視図）及び図３（平面図）は
、本発明に係るコネクタ装置の一例をそれに装着されるフレキシブル印刷配線基板と共に
示す。
【００３３】
　図１，図２及び図３において、本発明に係るコネクタ装置の一例を成すコネクタ装置１
０は、合成樹脂等の絶縁材料によって形成されたハウジング１１を備えている。ハウジン
グ１１には、図１及び図３に示されるように、その正面側端面部に板状部材差込み部１２
が設けられており、板状部材差込み部１２からハウジング１１の内部へと板状部材収容空
間が伸びている。
【００３４】
　ハウジング１１は、例えば、図示されていない主配線基板に配され、それにより、コネ
クタ装置１０の全体が主配線基板に取り付けられたものとされる。その際、ハウジング１
１における正面側端面部とそれに対向する背面側端面部とに挟まれた一対の対向外面部の
うちの一方が主配線基板に対接する外面部とされて他方が解放された外面部とされる。以
下においては、主配線基板に対接するハウジングの一外面部を下方外面部といい、それに
対向するハウジングの他外面部を上方外面部という。そして、正面側端面部に設けられた
板状部材差込み部１２を通じて、例えば、フレキシブル印刷配線基板１３が、配線板状部
材を成すものとして、ハウジング１１に差し込まれる。
【００３５】
　ハウジング１１には、その内部に、各々が弾性導電材料で形成された複数のコンタクト
１４が、ハウジング１１の長手方向（左右方向）に沿って配列配置されて設けられている
。複数のコンタクト１４は、配線板状部材を成すフレキシブル印刷配線基板１３に配列配
置された複数の接触端子部１５に接触接続される信号用コンタクトとして設けられている
が、他のフレキシブル印刷配線基板における複数の信号接続端子部及び接地接続部に接触
接続される信号用及び接地用コンタクトとして設けられてもよい。複数のコンタクト１４
の夫々には、図２に示されるように、その一端部が、ハウジング１１の背面側端面部から
その外部に突出する接続端子部１４ａを形成しており、接続端子部１４ａは、ハウジング
１１が配された主配線基板に設けられた配線端子に、例えば、半田付けにより接続される
。そして、複数のコンタクト１４は、例えば、図２に示されるハウジング１１の背面側端
面部側から、ハウジング１１の内部へと押圧挿入されて固定される。
【００３６】
　これらの複数のコンタクト１４は、配線板状部材を成すフレキシブル印刷配線基板１３
が板状部材差込み部１２を通じてハウジング１１に差し込まれたとき、ハウジング１１に
差し込まれたフレキシブル印刷配線基板１３における複数の接触端子部１５に夫々接触接
続される。それにより、ハウジング１１に差し込まれたフレキシブル印刷配線基板１３に
おける複数の接触端子部１５が、複数のコンタクト１４を介して、ハウジング１１が配さ
れた主配線基板に設けられた配線端子に連結される。
【００３７】
　また、コネクタ装置１０は、ハウジング１１の長手方向、即ち、複数のコンタクト１４
の配列方向における両端部の夫々においてハウジング１１と一体的に形成されて変位可能
に設けられた、一対の係合部材１６及び１７を備えている。係合部材１６及び１７の夫々
は、その全体が、ハウジング１１と同様に、合成樹脂等の絶縁材料によって形成されたも
のとされる。
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【００３８】
　係合部材１６は、図３におけるIV－IV線断面を示す図４に示されるように、ハウジング
１１の板状部材差込み部１２が開口する正面側端面部に対向する背面側端面部における内
面部２０から正面側端面部に向かって伸びる可動アーム部２１を有している。可動アーム
部２１には、その自由端部分に、板状部材差込み部１２を通じてハウジング１１に差し込
まれたフレキシブル印刷配線基板１３に設けられた切欠き係合部２２に係合してフレキシ
ブル印刷配線基板１３を係止する係止部２４が形成されており、また、その中間部分に、
係止部２４によるフレキシブル印刷配線基板１３に対する係止を解除するための操作が加
えられる係止解除操作部２５が形成されている。そして、可動アーム部２１は、係止部２
４及び係止解除操作部２５を伴って、ハウジング１１の背面側端面部における内面部２０
との連結部分を支点にした弾性揺動を行うことができるものとされている。
【００３９】
　係止部２４は、ハウジング１１への板状部材差込み部１２を通じたフレキシブル印刷配
線基板１３の差込み方向に沿って上昇傾斜する傾斜面２４ａと傾斜面２４ａより係止解除
操作部２５側に位置する係合端面２４ｂとを形成しており、係合端面２４ｂをフレキシブ
ル印刷配線基板１３に設けられた切欠き係合部２２に係合させる。フレキシブル印刷配線
基板１３が板状部材差込み部１２を通じてハウジング１１に差し込まれるとき、係止部２
４が形成する傾斜面２４ａは、それに当接するフレキシブル印刷配線基板１３の先端部分
を係止部２４を乗り越させるように案内する。
【００４０】
　係止解除操作部２５は、可動アーム部２１からハウジング１１の上方外面部側に形成さ
れた開口部２６を通じてハウジング１１の外部に向かって突出する。そして、係止解除操
作部２５は、例えば、ハウジング１１の上方外面部から下方外面部に向かう方向の押圧力
を作用させる押圧操作とされる移動操作が加えられるとき、可動アーム部２１をハウジン
グ１１の下方外面部側へと変位させ、可動アーム部２１に、係止部２４によるフレキシブ
ル印刷配線基板１３に対する係止を解除させる。
【００４１】
　ハウジング１１の上方外面部には、開口部２６に隣接する段差凹部２８が形成されてお
り、開口部２６を通じてハウジング１１の外部に向かって突出する係止解除操作部２５の
先端部分２５ａが、係止解除操作部２５に移動操作が加えられないとき、段差凹部２８は
越えるがハウジング１１の開口部２６及び段差凹部２８の周囲における上方外面部を越え
ない位置に配される。それにより、ハウジング１１の外部に向かって突出する係合部材１
６における係止解除操作部２５が、ハウジング１１の周囲に格別のスペースを要求するこ
とがなく、ハウジング１１の周囲に対する干渉を生じないものとされる。
【００４２】
　また、係合部材１７も、詳細図示は省略されているが、係合部材１６における可動アー
ム部２１に相当する、ハウジング１１の板状部材差込み部１２が開口する正面側端面部に
対向する背面側端面部における内面部２０から正面側端面部に向かって伸びる可動アーム
部３０（図３）を有している。この係合部材１７の可動アーム部３０にも、その自由端部
分に、板状部材差込み部１２を通じてハウジング１１に差し込まれたフレキシブル印刷配
線基板１３に設けられた切欠き係合部２３に係合してフレキシブル印刷配線基板１３を係
止する係止部３１（図１）が形成されており、また、その中間部分に、係止部３１による
フレキシブル印刷配線基板１３に対する係止を解除するための操作が加えられる係止解除
操作部３２が形成されている。そして、可動アーム部３０も、係止部３１及び係止解除操
作部３２を伴って、ハウジング１１の背面側端面部における内面部２０との連結部分を支
点にした弾性揺動を行うことができるものとされている。
【００４３】
　係止部３１は、係合部材１６における係止部２４と同様に、ハウジング１１への板状部
材差込み部１２を通じたフレキシブル印刷配線基板１３の差込み方向に沿って上昇傾斜す
る傾斜面３１ａ（図６）と傾斜面３１ａより係止解除操作部３２側に位置する係合端面と



(10) JP 5141924 B2 2013.2.13

10

20

30

40

50

を形成しており、係合端面をフレキシブル印刷配線基板１３に設けられた切欠き係合部２
３に係合させる。フレキシブル印刷配線基板１３が板状部材差込み部１２を通じてハウジ
ング１１に差し込まれるとき、係止部３１が形成する傾斜面３１ａは、それに当接するフ
レキシブル印刷配線基板１３の先端部分を係止部３１を乗り越させるように案内する。
【００４４】
　係止解除操作部３２は、可動アーム部３０からハウジング１１の上方外面部側に形成さ
れた開口部２７を通じてハウジング１１の外部に向かって突出する。そして、係止解除操
作部３２は、例えば、ハウジング１１の上方外面部から下方外面部に向かう方向の押圧力
を作用させる押圧操作とされる移動操作が加えられるとき、可動アーム部３０をハウジン
グ１１の下方外面部側へと変位させ、可動アーム部３０に、係止部３１によるフレキシブ
ル印刷配線基板１３に対する係止を解除させる。
【００４５】
　ハウジング１１の上方外面部には、開口部２７に隣接する段差凹部２９も形成されてお
り、開口部２７を通じてハウジング１１の外部に向かって突出する係止解除操作部３２の
先端部分３２ａ（図６）が、係止解除操作部３２に移動操作が加えられないとき、段差凹
部２９は越えるがハウジング１１の開口部２７及び段差凹部２９の周囲における上方外面
部を越えない位置に配される。それにより、ハウジング１１の外部に向かって突出する係
合部材１７における係止解除操作部３２が、ハウジング１１の周囲に格別のスペースを要
求することがなく、ハウジング１１の周囲に対する干渉を生じないものとされる。
【００４６】
　図３に示されるように、ハウジング１１の上方外面部に形成された開口部２６は、その
一部を通じて係合部材１６における可動アーム部２１をハウジング１１外から目視するこ
とができるものとされており、また、ハウジング１１の上方外面部に形成された開口部２
７も、その一部を通じて係合部材１７における可動アーム部３０をハウジング１１外から
目視することができるものとされている。
【００４７】
　なお、コネクタ装置１０は、ハウジング１１の長手方向における両端部の夫々において
、ハウジング１１の下方外面部側からハウジングの外部に向かって突出する半田付け部３
３及び３４を備えている。半田付け部３３及び３４の夫々は、金属導電材料によって形成
されており、ハウジング１１が主配線基板に配されるとき、主配線基板に設けられた導体
部分に半田付けされ、それにより、主配線基板に対するその上に配されたハウジング１１
の堅固な固定に貢献する。
【００４８】
　コネクタ装置１０のハウジング１１内に配列配置された複数のコンタクト１４の夫々は
、例えば、図３における V－V 線断面を示す図５に示されるように、ハウジング１１に固
定される固定部３５と固定部３５から伸びる屈曲アーム部３６とを有している。固定部３
５からは、接続端子部１４ａがハウジング１１の外部へと伸びており、また、屈曲アーム
部３６には、その先端部分に接点部３７が形成されている。
【００４９】
　このようなもとで、フレキシブル印刷配線基板１３がコネクタ装置１０のハウジング１
１に板状部材差込み部１２を通じて差し込まれるにあたっては、フレキシブル印刷配線基
板１３が、図１～図５に示されるように、複数の接触端子部１５が配列配置された先端部
分をハウジング１１の正面側端面部に開口する板状部材差込み部１２に対向させる位置に
配される。その際、フレキシブル印刷配線基板１３は、それにおける複数の接触端子部１
５が、ハウジング１１に配列配置された複数のコンタクト１４に夫々対応する位置をとり
、また、それにおける切欠き係合部２２及び２３が、ハウジング１１と一体的に形成され
て変位可能に設けられた係合部材１６及び１７における、可動アーム部２１に形成された
係止部２４及び可動アーム部３０に形成された係止部３１に夫々対応する位置をとる状態
におかれる。
【００５０】
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　図１～図５に示されるように配されたフレキシブル印刷配線基板１３は、その後、図４
に示されるコネクタ装置１０の断面を含んだ部分斜視図である図６に示されるようにして
、コネクタ装置１０のハウジング１１に、その正面側端面部に設けられた板状部材差込み
部１２を通じて差し込まれる。なお、コネクタ装置１０のハウジング１１には、段差凹部
２８の一部の内側となる位置に、板状部材差込み部１２を通じてハウジング１１に差し込
まれて係止部２４により係止されるフレキシブル印刷配線基板１３の先端部分が当接する
係止面３８が設けられていて、係止面３８と係合部材１６の係止解除操作部２５における
係止部２４に対面する側面２５ｂとが実質的に同一面内に配されており、同様に、段差凹
部２９の一部の内側となる位置にも、板状部材差込み部１２を通じてハウジング１１に差
し込まれて係止部３１により係止されるフレキシブル印刷配線基板１３の先端部分が当接
する係止面が設けられていて、この係止面と係合部材１７の係止解除操作部３２における
係止部３１に対面する側面とが実質的に同一面内に配されている。
【００５１】
　板状部材差込み部１２を通じてハウジング１１に差し込まれたフレキシブル印刷配線基
板１３の先端部分は、先ず、係合部材１６の係止部２４が形成する傾斜面２４ａ及び係合
部材１７の係止部３１が形成する傾斜面３１ａに当接する。続いて、フレキシブル印刷配
線基板１３の先端部分は、ハウジング１１に対する差込み移動に伴って、係止部２４が形
成する傾斜面２４ａ及び係止部３１が形成する傾斜面３１ａによる案内を受けて係止部２
４及び係止部３１を乗り越える。このとき、係合部材１６の可動アーム部２１及び係合部
材１７の可動アーム部３０は、一旦、弾性変形を生じて、ハウジング１１の下方外面部側
へと変位し、その後、自らの弾性復元力によって元の位置に戻る。それにより、図７に示
されるように、係合部材１６の係止部２４が、その係合端面２４ｂをフレキシブル印刷配
線基板１３に設けられた切欠き係合部２２に係合させて、フレキシブル印刷配線基板１３
を係止するとともに、係合部材１７の係止部３１が、その係合端面をフレキシブル印刷配
線基板１３に設けられた切欠き係合部２３に係合させて、フレキシブル印刷配線基板１３
を係止する状態が得られる。
【００５２】
　係合部材１６における係止部２４がその係合端面２４ｂを切欠き係合部２２に係合させ
るとともに、係合部材１７における係止部３１がその係合端面を切欠き係合部２３に係合
させる状態が得られると、フレキシブル印刷配線基板１３のハウジング１１への差込みが
完了し、このとき、フレキシブル印刷配線基板１３の先端部分は、ハウジング１１におけ
る段差凹部２８の一部の内側となる位置に設けられた係止面３８及びハウジング１１にお
ける段差凹部２９の一部の内側となる位置に設けられた係止面に当接して係止される。そ
して、フレキシブル印刷配線基板１３は、ハウジング１１に対する正規の差込み位置をと
り、係合部材１６の係止部２４及び係合部材１７の係止部３１により適正に係止されて、
ハウジング１１からの不所望な抜脱が阻止される状態におかれる。即ち、フレキシブル印
刷配線基板１３は、ハウジング１１に板状部材差込み部１２を通じて適正に差し込まれる
だけで、係合部材１６の可動アーム部２１に形成された係止部２４及び係合部材１７の可
動アーム部３０に形成された係止部３１によりハウジング１１からの不所望な抜脱が阻止
される状態におかれることになる。
【００５３】
　ハウジング１１における段差凹部２８の一部の内側となる位置に設けられた係止面３８
及びハウジング１１における段差凹部２９の一部の内側となる位置に設けられた係止面に
当接したフレキシブル印刷配線基板１３の先端部分は、係合部材１６の係止解除操作部２
５における側面２５ｂ及び係合部材１７の係止解除操作部３２における側面に到達してい
て、その様子は、ハウジング１１の上方外面部側に形成された開口部２６及び２７の夫々
の一部分を通じて、ハウジング１１外から目視することができるものとされる。従って、
フレキシブル印刷配線基板１３の先端部分が係合部材１６の係止解除操作部２５における
側面２５ｂ及び係合部材１７の係止解除操作部３２における側面に到達していることを、
開口部２６及び２７の夫々の一部分を通じてハウジング１１外から目視により確認するこ
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とにより、上述のようにして、フレキシブル印刷配線基板１３が、ハウジング１１に対す
る正規の差込み位置をとり、係合部材１６の係止部２４及び係合部材１７の係止部３１に
より適正に係止された状態におかれたことを確認できることになる。
【００５４】
　このとき、係合部材１６の可動アーム部２１に形成された係止解除操作部２５が、図７
に示されるように、その先端部分２５ａをハウジング１１の上方外面部側に形成された開
口部２６からハウジング１１の外部に向かって突出させる位置をとるとともに、係合部材
１７の可動アーム部３０に形成された係止解除操作部３２も、その先端部分３２ａをハウ
ジング１１の上方外面部側に形成された開口部２７からハウジング１１の外部に向かって
突出させる位置をとる。それにより、係止解除操作部２５の先端部分２５ａ及び係止解除
操作部３２の先端部分３２ａを目視すること、あるいは、係止解除操作部２５の先端部２
５ａ及び係止解除操作部３２の先端部３２ａに触れることによっても、フレキシブル印刷
配線基板１３が、ハウジング１１への板状部材差込み部１２を通じての差込みを完了して
正規の差込み位置をとり、係合部材１６の可動アーム部２１に形成された係止部２４及び
係合部材１７の可動アーム部３０に形成された係止部３１により係止された状態におかれ
たことを知ることができる。
【００５５】
　このようにして、フレキシブル印刷配線基板１３がハウジング１１への板状部材差込み
部１２を通じての差込を完了して正規の差込み位置をとるもとにおいては、ハウジング１
１に配列配置された複数のコンタクト１４が、各々の屈曲アーム部３６の先端部分に形成
された接点部３７をハウジング１１に差し込まれたフレキシブル印刷配線基板１３におけ
る複数の接触端子部１５に夫々弾性当接させて、複数の接触端子部１５に夫々接触接続さ
れた状態におかれる。それにより、ハウジング１１に差し込まれたフレキシブル印刷配線
基板１３における複数の接触端子部１５が、複数のコンタクト１４を介して、ハウジング
１１が配された主配線基板に設けられた配線端子に連結される。斯かる状態は、フレキシ
ブル印刷配線基板１３がハウジング１１に板状部材差込み部１２を通じて適正に差し込ま
れるだけで得られる。
【００５６】
　その後、図８に示されるように、先端部分２５ａをハウジング１１の上方外面部側に形
成された開口部２６からハウジング１１の外部に向かって突出させた、係合部材１６の可
動アーム部２１に形成された係止解除操作部２５に、その先端部分２５ａをハウジング１
１の内部に押し込む押圧操作とされる移動操作が加えられると、可動アーム部２１が、弾
性変形を生じ、それに形成された係止部２４を伴って、ハウジング１１の下方外面部に近
接する位置へと変位する。それにより、係止部２４が、その係合端面２４ｂをフレキシブ
ル印刷配線基板１３における切欠き係合部２２との係合状態から外し、フレキシブル印刷
配線基板１３に対する係止を解除する。即ち、係合部材１６の可動アーム部２１に形成さ
れた係止解除操作部２５は、ハウジング１１の上方外面部側に形成された開口部２６から
ハウジング１１の外部に向かって突出した先端部分２５ａに対する押圧操作とされる移動
操作が加えられるとき、可動アーム部２１にそれに形成された係止部２４によるフレキシ
ブル印刷配線基板１３に対する係止を解除させるのである。
【００５７】
　同様に、先端部分３２ａをハウジング１１の上方外面部側に形成された開口部２７から
ハウジング１１の外部に向かって突出させた、係合部材１７の可動アーム部３０に形成さ
れた係止解除操作部３２に、その先端部分３２ａをハウジング１１の内部に押し込む押圧
操作とされる移動操作が加えられるとき、可動アーム部３０が、弾性変形を生じ、それに
形成された係止部３１を伴って、ハウジング１１の下方外面部に近接する位置へと変位す
る。それにより、係止部３１が、その係合端面をフレキシブル印刷配線基板１３における
切欠き係合部２３との係合状態から外し、フレキシブル印刷配線基板１３に対する係止を
解除する。即ち、係合部材１７の可動アーム部３０に形成された係止解除操作部３２も、
ハウジング１１の上方外面部側に形成された開口部２７からハウジング１１の外部に向か
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って突出した先端部分３２ａに対する押圧操作とされる移動操作が加えられるとき、可動
アーム部３０にそれに形成された係止部３１によるフレキシブル印刷配線基板１３に対す
る係止を解除させるのである。
【００５８】
　このようにして、係合部材１６の可動アーム部２１に形成された係止部２４及び係合部
材１７の可動アーム部３０に形成された係止部３１によるフレキシブル印刷配線基板１３
に対する係止が解除されることにより、ハウジング１１に差し込まれたフレキシブル印刷
配線基板１３が、ハウジング１１から適正に抜脱され得る状態におかれる。そして、ハウ
ジング１１に差し込まれたフレキシブル印刷配線基板１３がハウジング１１から適正に抜
脱されるときには、係合部材１６の可動アーム部２１及び係合部材１７の可動アーム部３
０の夫々は、自らの弾性により元の位置に復帰する。
【００５９】
　なお、上述の例にあっては、フレキシブル印刷配線基板１３が一対の切欠き係合部２２
及び２３が設けられたものとされているが、フレキシブル印刷配線基板１３は、一対の切
欠き係合部２２及び２３に代えて、一対の係合孔が設けられたものとされてもよく、斯か
る場合にも、上述と同様にして、係合部材１６の可動アーム部２１に形成された係止部２
４及び係合部材１７の可動アーム部３０に形成された係止部３1 によるフレキシブル印刷
配線基板１３に対する係止及び係止の解除が行われる。
【００６０】
　また、上述の例にあっては、フレキシブル印刷配線基板１３が、それに配列配置された
複数の接触端子部１５がハウジング１１の上方外面部側に向けられた状態をもって、板状
部材差込み部１２を通じてハウジング１１に差し込まれ、ハウジング１１に配列配置され
た複数のコンタクト１４が、ハウジング１１に差し込まれたフレキシブル印刷配線基板１
３における複数の接触端子部１５にハウジング１１の上方外面部側から夫々弾性当接する
ものとされているが、本発明に係るコネクタ装置にあっては、フレキシブル印刷配線基板
１３に相当するフレキシブル印刷配線基板等の配線板状部材が、それに配列配置された複
数の接触端子部が、ハウジング１１に相当するハウジングにおけるハウジング１１の下方
外面部に相当する下方外面部側に向けられた状態をもって、板状部材差込み部を通じてハ
ウジングに差し込まれ、ハウジングに配列配置された複数のコンタクト１４に相当する複
数のコンタクトが、ハウジングに差し込まれた配線板状部材における複数の接触端子部に
ハウジングの下方外面部側から夫々弾性当接するものとされてもよい。さらに、複数のコ
ンタクトは、ハウジングに差し込まれた配線板状部材における接触端子部に上方外面部側
から弾性当接するものと下方外面部側から弾性当接するものとが交互に配置されたものと
されてもよい。
【００６１】
　上述のようなコネクタ装置１０が用いられてそれにおけるハウジング１１に配線板状部
材を成すフレキシブル印刷配線基板１３が差し込まれるもとにあっては、フレキシブル印
刷配線基板１３をコネクタ装置１０におけるハウジング１１に板状部材差込み部１２を通
じて差し込むだけで、ハウジング１１に差し込まれたフレキシブル印刷配線基板１３にお
ける複数の接触端子部１５が、複数のコンタクト１４を介して、ハウジング１１が配され
た主配線基板に設けられた配線端子に連結されるとともに、ハウジング１１に差し込まれ
たフレキシブル印刷配線基板１３が、それに設けられた切欠き係合部２２及び２３に夫々
係合する、係合部材１６の可動アーム部２１に形成された係止部２４及び係合部材１７の
可動アーム部３０に形成された係止部３１によって、適正に係止され、フレキシブル印刷
配線基板１３のハウジング１１からの不所望な抜脱が阻止される状態を得ることができる
。
【００６２】
　そして、コネクタ装置１０にあっては、フレキシブル印刷配線基板１３が板状部材差込
み部１２を通じてハウジング１１に差し込まれて、ハウジング１１にそれと一体的に形成
されて設けられた係合部材１６及び１７に夫々設けられた係止部２４及び３１が、ハウジ
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ング１１に差し込まれたフレキシブル印刷配線基板１３における切欠き係合部２２及び２
３に夫々係合して、フレキシブル印刷配線基板１３をハウジング１１からの不所望な抜脱
を阻止すべく係止した後、係合部材１６及び１７に夫々設けられた係止解除操作部２５及
び３２に移動操作が加えられると、係合部材１６の可動アーム部２１及び係合部材１７の
可動アーム部３０が係止部２４及び３１によるフレキシブル印刷配線基板１３に対する係
止を解除させるので、比較的簡単で部品点数の減少が図られた構成をもって、係合部材１
６及び１７によるハウジング１１に差し込まれたフレキシブル印刷配線基板１３に対する
ハウジング１１からの不所望な抜脱を阻止するための係止を容易かつ確実に行えるととも
に、係合部材１６及び１７によるフレキシブル印刷配線基板１３に対する係止の解除をフ
レキシブル印刷配線基板１３及び係合部材１６及び１７等に無理な力を作用させることな
く容易に行うことができることになる。
【００６３】
　また、コネクタ装置１０にあっては、係合部材１６が、それが有する可動アーム部２１
が、ハウジング１１の内面部２０からハウジング１１の板状部材差込み部１２が開口する
正面側端面部に向かって伸び、その自由端部分に係止部２４が形成されるとともに、その
中間部分に係止解除操作部２５が形成されるものとされ、また、係合部材１７も、それが
有する可動アーム部３０が、ハウジング１１の内面部２０からハウジング１１の板状部材
差込み部１２が開口する正面側端面部に向かって伸び、その自由端部分に係止部３１が形
成されるとともに、その中間部分に係止解除操作部３２が形成されるものとされるので、
フレキシブル印刷配線基板１３が板状部材差込み部１２を通じてハウジング１１に差し込
まれる際において、係止部２４及び３１によるフレキシブル印刷配線基板１３における切
欠き係合部２２及び２３との係合をもってなされるフレキシブル印刷配線基板１３に対す
る係止が、極めて円滑かつ確実に行われ、さらに、係合部材１６及び１７に夫々設けられ
た係止解除操作部２５及び３２に移動操作が加えられた際において、係止部２４及び３１
によるフレキシブル印刷配線基板１３に対する係止を解除させるための可動アーム部２１
及び３０の変位が、効率良くかつ確実に行われる。
【産業上の利用可能性】
【００６４】
　以上のような本発明に係るコネクタ装置は、例えば、フレキシブル印刷配線基板等とさ
れる配線板状部材の主配線基板への取付けに用いられる、板状部材差込み部が設けられた
ハウジングと、ハウジングに配列配置されて設けられる複数のコンタクトと、ハウジング
に設けられ、配線板状部材がハウジングに差し込まれたとき、配線板状部材に対する係止
状態と係止解除状態とを選択的にとる係合部材とを備えたコネクタ装置であって、係合部
材によるハウジングに差し込まれた配線板状部材に対するハウジングからの不所望な抜脱
を阻止するための係止を容易かつ確実に行えるとともに、係合部材による配線板状部材に
対する係止の解除を配線板状部材及び係合部材等に無理な力を作用させることなく容易に
行うことができ、しかも、係合部材がハウジングに差し込まれた配線板状部材を係止する
状態が適正にとられていることを目視により確認することも可能とされたものとして、様
々な電子機器等に広く適用され得るものである。
【符号の説明】
【００６５】
　１０・・・コネクタ装置，　１１・・・ハウジング，　　１２・・・板状部材差込み部
，　１３・・・フレキシブル印刷配線基板，　１４・・・コンタクト，　１４ａ・・・接
続端子部，　１５・・・接触端子部，　１６，１７・・・係合部材，　２０・・・（ハウ
ジング１１の) 内面部，　２１，３０・・・可動アーム部，　２２，２３・・・切欠き係
合部，　２４，３１・・・係止部，　２４ａ，３１ａ・・・傾斜面，　２４ｂ・・・係合
端面，　２５，３２・・・係止解除操作部，　２５ａ，３２ａ・・・先端部分，　２６，
２７・・・開口部，　２８，２９・・・段差凹部，　３５・・・固定部，　３６・・・屈
曲アーム部，　３７・・・接点部，　３８・・・係止面
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